
規 則

�愛媛県規則第３１号
愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県農業改良資金貸付規則（昭和６０年愛媛県規則第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（農業改良資金の種類）

第２条 農業改良資金の種類は、農業改良措置（農業経営の改善を

目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業

の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産

若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。）を実施

するのに必要な次に掲げる資金とする。

�～� 省略

� 次のいずれかに該当する資金

ア 省略

イ 農作業を受託する場合に必要な資金（農地保有合理化担い

手育成地域推進事業実施要領（平成１９年３月３０日付け１８経営

第７３３３号農林水産事務次官依命通知）に基づき基幹的農作業

を受託する旨の契約を結び、その受託期間の受託料相当額を

貸し付けるものに限る。）

（貸付対象者）

第３条 農業改良資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当

する農業者等とする。ただし、第２号及び第３号

に掲げるものにあつては前条第１号から第７号まで及び第１１号イ

に掲げる資金の貸付けに、第４号及び第６号に掲げるものにあつ

ては同条第１号から第７号までに掲げる資金の貸付けに、第５号

（農業改良資金の種類）

第２条 農業改良資金の種類は、農業改良措置（農業経営の改善を

目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業

の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産

若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。）を実施

するのに必要な次に掲げる資金とする。

�～� 省略

� 次のいずれかに該当する資金

ア 省略

イ 農作業を受託する場合に必要な資金（担い手育成農作業受

委託促進事業実施要領（平成１６年４月１日付け１５経営第６７００

号農林水産事務次官依命通知） に基づき基幹的農作業

を受託する旨の契約を結び、その受託期間の受託料相当額を

貸し付けるものに限る。）

（貸付対象者）

第３条 農業改良資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当

する農業者等とする。ただし、第２号から第４号まで及び第６号

に掲げるものにあつては前条第１号から第７号まで及び第１１号イ

に掲げる資金の貸付けに

、第５号
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�愛媛県告示第１２９２号
愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）第６条の規定によ

り、知事印（専用公印）を次のとおり改刻した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

に掲げるものにあつては同条第１号から第８号まで及び第１１号ア

に掲げる資金の貸付けに、第７号に掲げるものにあつては同条第

１号から第７号まで及び第１１号アに掲げる資金の貸付けに限る。

�～� 省略

に掲げるものにあつては同条第１号から第８号まで及び第１１号

に掲げる資金の貸付けに、第７号に掲げるものにあつては同条第

１号から第７号まで及び第１１号 に掲げる資金の貸付けに限る。

�～� 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１２９４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

印 影 管 守 場 所 用 途
使用開始

年 月 日

大洲土木事務所
土木用地

登記

平成１９年
８月１日

植木整形外科 医療法人
植木整形外科 宇和島市堀端町２番５号 平成１９年

６月１日

なかの泌尿器科 医療法人
なかの泌尿器科

八幡浜市保内町喜木１番
耕地２４０番地１

平成１９年
５月１日

こくぶ内科クリ
ニック

医療法人
こくぶ内科クリ
ニック

八幡浜市松柏乙９９９番地 平成１９年
５月１日

二 宮 医 院 医療法人
二 宮 医 院

八幡浜市保内町宮内１番
耕地９２番地１

平成１９年
５月１日

たなか内科クリ
ニック

医療法人
たなか内科クリ
ニック

新居浜市中萩町１番３８号 平成１９年
６月１日

吉松外科胃腸科 医療法人
吉松外科胃腸科 新居浜市田所町３－５ 平成１９年

６月１日

東若宮中川脳神
経外科クリニッ
ク

医療法人
中川クリニック 大洲市東若宮８番地７ 平成１９年

６月１日

米湊わたなべク
リニック

医療法人
宰 愛 会 伊予市米湊１４７７番地１ 平成１９年

６月１日

くらの耳鼻咽喉
科アレルギー科
クリニック

医療法人
くらの耳鼻咽喉
科アレルギー科
クリニック

四国中央市中之庄町２８４
－４

平成１９年
６月１日

山 下 小 児 科 医療法人
山 下 小 児 科

西予市宇和町伊賀上１６５６
番地５７

平成１９年
６月１日

藤本内科クリニ
ック

医療法人
藤本内科クリニ
ック

東温市横河原１３０１番地３ 平成１９年
６月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

林 歯 科 医 院 医療法人
藤 枝 会 今治市旭町三丁目１－２０ 平成１９年

５月１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

近藤外科 こんどう外科内科胃腸科クリ
ニック 近 藤 圭治郎 新居浜市田所町４番７０号 平成１８年１０月１日

有限会社西之端薬局 西之端薬局 有限会社西之端薬局 新居浜市中萩町１－５ 平成１９年４月１日

愛 媛 県 報平成１９年７月２７日 第１８８２号

８３６
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�愛媛県告示第１２９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

医療法人鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 新居浜市阿島甲１０１５－６１ 新居浜市阿島一丁目１番５６号 平成１８年１０月１日

白石歯科医院 医療法人白愛会 新居浜市多喜浜２３１－１ 新居浜市多喜浜一丁目４番４０
号 平成１８年１０月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

伊 藤 医 院 伊 藤 蔦 子 上浮穴郡久万高原町有枝
３１８８

平成１９年
４月１日

林 歯 科 医 院 藤 枝 晃 今治市旭町三丁目１－１ 平成１９年
５月１日

植木整形外科 植 木 隆 平 宇和島市堀端町２番５号 平成１９年
６月１日

なかの泌尿器科 中 野 吉 朗 八幡浜市保内町喜木１番
耕地２４０番地１

平成１９年
５月１日

こくぶ内科クリ
ニック 國 分 健 司 八幡浜市松柏乙９９９番地 平成１９年

５月１日

二 宮 医 院 二 宮 完 治 八幡浜市保内町宮内１－
９２

平成１９年
５月１日

山中耳鼻咽喉科
医院 山 中 康 正 新居浜市若水町二丁目４

－２６
平成１８年
１２月１日

庄内調剤薬局 株式会社
ガ レ ノ ス

新居浜市庄内町１－１４－
３５

平成１９年
４月１日

たなか内科クリ
ニック 田 中 清 宜 新居浜市中萩町１番３８号 平成１９年

６月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

休 止

年 月 日

喜多医師会立内
山病院

社団法人
喜 多 医 師 会

喜多郡内子町城廻２７５－
１

平成１９年
６月１日

吉松外科胃腸科
医院 吉 松 泰 彦 新居浜市田所町３－５ 平成１９年

６月１日

東若宮中川脳神
経外科クリニッ
ク

中 川 孝 大洲市東若宮８番地７ 平成１９年
６月１日

米湊わたなべク
リニック 渡 邉 英 次 伊予市米湊１４７７番地１ 平成１９年

６月１日

くらの耳鼻咽喉
科アレルギー科
クリニック

藏 野 晃 治 四国中央市中之庄町２８４
－４

平成１９年
６月１日

山 下 小 児 科 山 下 万 浩 西予市宇和町伊賀上１６５６
番地５７

平成１９年
６月１日

藤本内科クリニ
ック 藤 本 明 彦 東温市横河原１３０１番地３ 平成１９年

６月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人かどた内科 伊予郡砥部町高尾田６３５番地
２ かどた内科 伊予郡砥部町高尾田６３５番地

２ 平成１９年５月１日

医療法人かまくら歯科クリニ
ック 伊予郡松前町鶴吉８０６番地 かまくら歯科クリニック 伊予郡松前町鶴吉８０６番地 平成１９年５月１日

医療法人平林胃腸クリニック 今治市河南町二丁目６番２０号 平林胃腸クリニック 今治市河南町二丁目６番２０号 平成１９年５月１日

社団法人全国社会保険協会連
合会

東京都港区高輪三丁目２２番１２
号 宇和島社会保険病院 宇和島市賀古町二丁目１番３７

号 平成１９年６月１日

医療法人なかの泌尿器科 八幡浜市保内町喜木１番耕地
２４０番地１ なかの泌尿器科 八幡浜市保内町喜木１番耕地

２４０番地１ 平成１９年５月１日

愛 媛 県 報平成１９年７月２７日 第１８８２号

８３７
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�愛媛県告示第１２９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように指定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 グループホーム上の茶屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番１５号 平成１９年６月１９日

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 グループホーム下の茶屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番２３号 平成１９年６月１９日

株式会社リ・ライフ 大洲市徳森２４８番地 リ・ライフ 大洲市徳森２４８番地 平成１９年６月１日

社会福祉法人伊予市社会福祉
協議会 伊予市米湊７２３番地１ 伊予市社協中山訪問介護事業

所
伊予市中山町出渕２番耕地１３
８番地１ 平成１９年７月１日

社会福祉法人伊予市社会福祉
協議会 伊予市米湊７２３番地１ 伊予市社協双海訪問介護事業

所
伊予市双海町上灘甲５８２１番地
６ 平成１９年７月１日

有限会社スローライフ 四国中央市川之江町字馬場２０
８３番４ まちなか 四国中央市川之江町字馬場２０

８３番４ 平成１９年７月２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社リ・ライフ 大洲市徳森２４８番地 居宅介護支援事業所リ・ライ
フ 大洲市徳森２４８番地 平成１９年６月１日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社リ・ライフ 大洲市徳森２４８番地 リ・ライフ 大洲市徳森２４８番地 平成１９年６月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人かどた内科 伊予郡砥部町高尾田６３５番地
２ かどた内科 伊予郡砥部町高尾田６３５番地

２ 平成１９年５月１日

医療法人かまくら歯科クリニ
ック 伊予郡松前町鶴吉８０６番地 かまくら歯科クリニック 伊予郡松前町鶴吉８０６番地 平成１９年５月１日

社会福祉法人宇和島市民共済
会

宇和島市和霊元町一丁目５番
２７号

指定通所介護事業所老人デイ
サービスセンターいこい

宇和島市和霊元町一丁目５番
２７号 平成１９年６月４日

医療法人なかの泌尿器科 八幡浜市保内町喜木１番耕地
２４０番地１ なかの泌尿器科 八幡浜市保内町喜木１番耕地

２４０番地１ 平成１９年５月１日

愛 媛 県 報平成１９年７月２７日 第１８８２号

８３８
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�愛媛県告示第１３０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（地域包括支援センター）を次のように指定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 グループホーム上の茶屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番１５号 平成１９年６月１９日

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 グループホーム下の茶屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番２３号 平成１９年６月１９日

株式会社ふじ 新居浜市久保田町一丁目８番
１２号 デイサービスセンターふじ 新居浜市久保田町一丁目８番

１２号 平成１９年６月１日

株式会社サン 新居浜市久保田町一丁目８番
１２号

株式会社サン訪問介護サービ
ス

新居浜市久保田町三丁目３番
２８号 平成１９年５月１日

株式会社サン 新居浜市久保田町一丁目８番
１２号 デイサービスセンターサン 新居浜市中須賀町一丁目４番

２５号 平成１９年５月１日

株式会社サン 新居浜市久保田町一丁目８番
１２号

株式会社サン福祉用具貸与サ
ービス

新居浜市中須賀町一丁目４番
２５号 平成１９年６月１日

医療法人恕風会 大洲市徳森１５１２番地１ 介護老人保健施設長浜ひまわ
り 大洲市柴甲１４２２番地３ 平成１９年６月１日

医療法人恕風会 大洲市徳森１５１２番地１ 介護老人保健施設ひまわり 大洲市徳森１５８０番地１ 平成１９年６月１日

医療法人恕風会 大洲市徳森１５１２番地１ 大洲記念病院 大洲市徳森１５１２番地１ 平成１９年６月１日

医療法人恕風会 大洲市徳森１５１２番地１ ヘルパーステーションひまわ
り 大洲市徳森１５１２番地１ 平成１９年６月１日

医療法人恕風会 大洲市徳森１５１２番地１ 訪問看護ステーションひまわ
り 大洲市徳森１５１２番地１ 平成１９年６月１日

特定非営利活動法人ふくふく
の会

越智郡上島町弓削上弓削３番
地 デイサービスふくふくの会 越智郡上島町弓削上弓削３番

地 平成１９年６月２２日

有限会社ケアサポートいずみ 北宇和郡鬼北町大字永野市９８
番地１ 有限会社ケアサポートいずみ 北宇和郡鬼北町永野市９８番地

１ 平成１９年６月２７日

社会福祉法人潤和会 西条市周布３２６番地 デイサービスセンターなごみ 西条市周布３２６番地 平成１９年６月８日

社会福祉法人潤和会 西条市周布３２６番地 指定短期入所生活介護事業所
なごみ 西条市周布３２６番地 平成１９年７月１日

えひめ中央農業協同組合 松山市千舟町八丁目１２８番１ デイサービスセンターももの
さと 伊予市上野５８０番地 平成１９年６月２９日

社会福祉法人伊予市社会福祉
協議会 伊予市米湊７２３番地１ 伊予市社協中山訪問介護事業

所
伊予市中山町出渕２番耕地１３
８番地１ 平成１９年７月１日

社会福祉法人伊予市社会福祉
協議会 伊予市米湊７２３番地１ 伊予市社協双海訪問介護事業

所
伊予市双海町上灘甲５８２１番地
６ 平成１９年７月１日

有限会社スローライフ 四国中央市川之江町字馬場２０
８３番４ まちなか 四国中央市川之江町字馬場２０

８３番４ 平成１９年７月２日

愛 媛 県 報平成１９年７月２７日 第１８８２号

８３９
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�愛媛県告示第１３０４号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市河原津土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１３０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

三津土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１３０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

石手川北部土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�愛媛県告示第１３０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 地 域
包 括 支 援 セ ン タ ー ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

鬼北町 北宇和郡鬼北町大字近永８００
番地１ 鬼北町地域包括支援センター 北宇和郡鬼北町近永８００番地

１ 平成１９年４月１日

大洲市 大洲市大洲６９０番地の１ 大洲市地域包括支援センター 大洲市大洲６９０番地の１ 平成１９年６月１日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サン 新居浜市久保田町一丁目８番
１２号

株式会社サン福祉用具貸与サ
ービス

新居浜市中須賀町一丁目４番
２５号 平成１９年６月１日

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

医療法人三津整形外科 愛媛県松山市古三津三
丁目５番５号

訪問介護に
関する２級
課程

平成１９年
７月１２日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 栄三郎 西条市河原津新田甲１２１番地７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 藤 始 松山市中須賀二丁目３－５

〃 長平良 公 司 松山市中須賀二丁目２－１０

〃 岩 城 宏 光 松山市古三津一丁目１６－１７

〃 西 本 努 松山市中須賀二丁目５－１１

〃 乗 松 尚 照 松山市古三津一丁目２７－１２

監 事 岡 田 久 幸 松山市古三津一丁目６－３１

〃 井 村 昌 輝 松山市中須賀一丁目４－２７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 新 松山市食場町２８８－１

〃 岡 宮 渉 松山市上伊台町８６４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 藤 始 松山市中須賀二丁目３－５

〃 長平良 公 司 松山市中須賀二丁目２－１０

〃 岩 城 宏 光 松山市古三津一丁目１６－１７

〃 西 本 努 松山市中須賀二丁目５－１１

〃 乗 松 尚 照 松山市古三津一丁目２７－１２

監 事 岡 田 久 輝 松山市古三津六丁目２－２４

〃 井 村 昌 輝 松山市中須賀一丁目４－２７

愛 媛 県 報平成１９年７月２７日 第１８８２号

８４０
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退 任

�愛媛県告示第１３０８号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 宮 本 仕 郎 松山市上伊台町１８７７－２

〃 白 石 信 夫 松山市上伊台町１３３

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 神 野 健 松山市下伊台町１１９６

〃 中 川 孝 一 松山市下伊台町８０１

〃 景 浦 寿 松山市下伊台町５７４

〃 寺 本 弘 道 松山市上伊台町８４１

〃 野 本 昇 松山市祝谷六丁目１２１１

〃 面 田 正 毅 松山市石手二丁目８－１３

〃 高 市 峰 雄 松山市菅沢町甲３１３

〃 乗 松 政 文 松山市福角町甲２２８

〃 桐 木 孝 松山市福角町甲７９６－２

〃 石 丸 庄 佐 松山市権現町甲３２

〃 谷 口 史 人 松山市堀江町甲１４４５－１０

〃 高 橋 元 松山市福角町甲５９１

〃 光 宗 毅 松山市福角町甲１７３７

〃 柳 原 厚 松山市福角町甲５２４－１

〃 上 松 保 夫 松山市東大栗町甲６５０－２

〃 上 松 勝 典 松山市東大栗町甲７４６

〃 西 崎 政 利 松山市客甲２６０

〃 樋 野 彰 彦 松山市客甲５１４－１

〃 和 泉 正 幸 松山市西谷甲５０１

〃 松 永 定 良 松山市磯河内甲５２９

〃 大 野 誠 松山市磯河内甲４３３

監 事 野 本 仁 松山市菅沢町甲３０７

〃 光 宗 宏 忠 松山市東大栗町甲７７３

〃 竹 松 慎 吾 松山市鴨之池１３７

〃 吉 岡 純 治 松山市上伊台町８７８－１

〃 宮 本 仕 郎 松山市上伊台町１８７７－２

〃 白 石 信 夫 松山市上伊台町１３３

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 神 野 健 松山市下伊台町１１９６

〃 中 川 孝 一 松山市下伊台町８０１

〃 景 浦 寿 松山市下伊台町５７４

〃 山 下 新 松山市食場町２８８－１

〃 野 本 昇 松山市祝谷六丁目１２１１

〃 面 田 正 毅 松山市石手二丁目８－１３

〃 西 崎 伸 承 松山市上伊台町７４４

〃 高 市 峰 雄 松山市菅沢町甲３１３

〃 乗 松 定 雄 松山市福角町甲１６９１－３

〃 桐 木 孝 松山市福角町甲７９６－２

〃 石 丸 庄 佐 松山市権現町甲３２

〃 谷 口 史 人 松山市堀江町甲１４４５－１０

〃 柳 原 弘 松山市福角町甲１４０５－２

〃 石 丸 正 樹 松山市権現町甲１２８－１

〃 上 松 正 明 松山市東大栗町６４３

〃 窪 田 進 松山市東大栗町９４３－１

〃 西 崎 政 利 松山市客甲２６０

〃 重 野 信 秀 松山市西谷甲２９５

〃 高 智 八 郎 松山市客甲５３３

〃 山 口 三 郎 松山市磯河内甲５２６

〃 二 神 茂 松山市小川甲２０

監 事 野 本 仁 松山市菅沢町甲３０７

〃 上 松 保 夫 松山市東大栗町甲６５０－２

〃 竹 松 慎 吾 松山市鴨之池１３７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 乗 松 敏 夫 松山市福角町甲２３５－２

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

大第
２号

八幡浜市北浜１丁目３番３７号 大洲地区食品衛生協会 八幡浜市北浜１丁目３番３７号
八幡浜保健所内

平成１９年６月２８日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

八第
１３号

八幡浜市北浜１丁目３番３７号 八幡浜大洲地区食品衛生協会 売りさばき人
八幡浜市北浜１丁目３番３７号
八幡浜大洲地区食品衛生協会

売りさばき人
八幡浜市北浜１丁目３番３７号
八幡浜地区食品衛生協会

平成１９年
５月２２日

愛 媛 県 報平成１９年７月２７日 第１８８２号

８４１
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公 告

�愛媛県告示第１３１０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年７月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

売りさばき所
八幡浜市北浜１丁目３番３７号
八幡浜保健所内

売りさばき所
八幡浜市北浜１丁目３番３７号
八幡浜保健所内

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

教育情報通信ネットワークシステム
運用管理業務 一式

愛媛県教育委員会
事務局教育総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１９年６月２１日
富士通株式会社松山支
店
愛媛県松山市永代町１３
番地

３，６７５，０００円 一般競争入札 平成１９年５月１１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年７月１３日 特定非営利活動法人
四国福祉事業支援機構 菊 池 京 子 松山市朝生田町六丁目２番４８号ア

ゲコウビル３Ｆ
この法人は、「人」が夢と希望を持ち、「安全
で安心して暮らせるまちづくり」を基本理念と
して、高齢者・児童・身障者福祉の向上を図り、
福祉社会実現に向けた調査研究及びまちづくり
に関する提言及び情報提供に関する事業を行い、
不特定多数の利益に寄与することを目的とする。

平成１９年７月２７日 発行
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